
○山鹿市有害獣電気防護柵設置補助実施要綱 

平成１７年１月１５日 

告示第１０１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、有害獣の農作物への被害を防止するために防護対策を図るものにつ

いて助成し、その適切な執行と運用を期するため、必要な事項について定めるものとす

る。 

（令５告示３８・一部改正） 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、次のとおりとする。 

(1) 市内の者で、農業を経営しているもの（親子関係の場合には、経営移譲者） 

(2) 農業経営者が小作者の場合は、小作者 

(3) 共同で購入する場合は、その代表者 

(4) 区有地で設置を要する場合、その代表者（ただし、その他の団体は、対象とならな

い。） 

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

（申請書の提出及び添付書類） 

第４条 電気防護柵補助を申請するものは、有害獣電気防護柵設置補助金申請書（様式第

１号）に領収書を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。 

（申請書の受付期間） 

第５条 申請書の受付期間は、４月１日から翌年１月末日までとする。 

（変更申請書及び取下げ） 

第６条 申請者が設置箇所又は取扱い業者の変更を行う場合には、有害獣電気防護柵設置

変更申請書（様式第２号）を市長に提出し、承認を受けるものとする。 

２ 申請を取り下げる場合は、有害獣電気防護柵設置補助金申請取下願（様式第３号）を

市長に提出し、承認を受けるものとする。 

（設置完了報告及び設置検査） 

第７条 申請者は、設置が完了したときは、速やかに完了報告を行い、設置確認検査を受

けるものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 確認検査により、設置が適当と認められたときは、申請書記載の指定口座に補助

金を振り込むものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年１月１５日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱に基づく補助金の交付については、平成１７年度から適用する。 

（経過措置） 

３ 合併前の鹿北町有害獣電気防護柵設置補助実施要領（平成１５年鹿北町訓令甲第１号。



以下「合併前の要領」という。）の規定に基づく補助金の交付については、平成１６年

度に限り、なお合併前の要領の例による。 

附 則（令和５年３月３０日告示第３８号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

（令５告示３８・一部改正） 

山鹿市有害獣電気防護柵設置補助実施要綱に基づく補助対象経費及び補助率 

項目 内容 

補助対象経費 1 電気柵本体1台購入に要する経費 

2 電気柵1セット購入に要する経費 

※本体を含まない資材のみの購入は、対象とならない 

補助率又は補助

金額 

1 経費の1／2 

2 上限10万円までが補助対象（10万円を超える部分は、個人負担） 

助成者 山鹿市 

申請書受付期間 4月1日～翌年1月末日 

補助金支払い 設置検査が終了次第、取りまとめの上、支払 



 



 



 


